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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手を出し入れ口から挿抜できる処理室において挿入される濡れた手に送風機による高速
空気流を噴射して手に付着した水分を同処理室の奥側へ吹飛ばして乾燥させる手乾燥装置
であって、前記処理室を深底の開放容器構造に構成し、その奥側に上方から前記処理室の
深底に着脱可能に、手から吹飛ばされた水を受容する上部が開放した水容器を設けた手乾
燥装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の手乾燥装置であって、水容器を通水孔の有る蓋付き容器とした手乾燥
装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の手乾燥装置であって、処理室に横並びに同処理室に噴射
する高速空気流を生成する送風機を配置した手乾燥装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、洗浄後の濡れた手を高速空気流の噴射によって衛生的に乾燥処理する手乾燥装
置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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洗浄後の濡れた手を、タオルやハンカチ等で払拭せず高速空気流の噴射により水分を吹飛
ばして乾燥させる手乾燥装置が開発されている。この種の装置の多くは、手を乾燥処理す
る処理室において吹飛ばされた水を、排水ホースを介して処理するようになっている。例
えば、特開平６―６２９８１号公報には処理室の底部に設けられた排水口に排水ホースを
接続した装置が示されている。排水ホースの端を、装置の下部に設けたタンクに導き、処
理室に生じた水をタンクに貯留し、タンクの扱いによって処理するようにした手乾燥装置
が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来の手乾燥装置は、手の乾燥処理については気流の運動エネルギーにより
水分を吹飛ばすことにより衛生的に行われるものの、手から吹飛ばされた水の処理につい
ては必ずしも衛生的な処理がなされていない。即ち、処理室に生じる水の処理は、細長い
排水ホースを介して行われており、排水ホースには汚れが堆積しやすく雑菌も繁殖し易い
。そして、排水ホースのような構造は清掃し難く、汚れも見えないことから悪臭を放った
りする不衛生な状態のまま放置されることが多くなる。
【０００４】
本発明は、上記した従来の手乾燥装置の排水に係る問題点に鑑みてなされたものであり、
その課題とするところは、清掃性の悪い細長い排水ホース等の排水構造を採らずに、手か
ら吹飛んだ水をできるだけ処理し易い状態におくことのできる衛生的な手乾燥装置を得る
ことであり、手乾燥装置の水処理に係る構造の簡素化とともに装置の小型化や外観性の向
上を図ることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を達成するために請求項１の発明は、手を出し入れ口から挿抜できる処理室に
おいて挿入される濡れた手に送風機による高速空気流を噴射して手に付着した水分を同処
理室の奥側へ吹飛ばして乾燥させる手乾燥装置について、その処理室を深底の開放容器構
造に構成し、その奥側に上方から処理室の深底に着脱可能に、手から吹飛ばされた水を受
容する上部が開放した水容器を設ける手段を採用する。
【０００７】
　前記課題を達成するために請求項２の発明は、請求項１に係る前記手段における水容器
を、通水孔の有る蓋付き容器とする手段を採用する。
【０００８】
　前記課題を達成するために請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に係る前記手段に
おける処理室に横並びに処理室に噴射する高速空気流を生成する送風機を配置する手段を
採用する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１～図５によって示す実施の形態は、高速空気流の噴射によって手を乾燥させる手乾燥
装置に関するものである。この手乾燥装置は、図１に示すように手挿入口を有する外殻を
なす本体箱体１内に組込まれた高圧空気流発生装置２による高圧空気流が出し入れ口５近
傍に送られて、出し入れ口５に続く処理室３を構成する手挿入部４内に水分を吹飛ばす手
乾燥に関する作動気流としての高速空気流を形成するものである。
【００１３】
手挿入部４は本体箱体１の上部（図１参照）又は正面（図３参照）に、両手を揃えた状態
で上下方向や斜め上下方向に挿抜できる、上方の出し入れ口５と両側方の開放した排水路
を持たない深底の開放容器構造に構成されている。手挿入部４の底部は、Ｕ字状に形成さ
れその中には、水容器６が収められている。水容器６は、上部の開放した容器体に構成さ
れ、手挿入部４の開放した側部又は上方から出し入れ可能になっている。
【００１４】



(3) JP 4099949 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

高圧空気流発生装置２は、ＤＣブラシレスモーター（通常の整流子モーター又は誘導電動
機であっても良い）と、これを駆動させる駆動回路及びＤＣブラシレスモーターによって
回転するターボファン又は遠心ファンにより構成され、この実施の形態では本体箱体１の
手挿入部４の下方や上方に取付けられていて、制御回路によって自動運転される。高圧空
気流発生装置２の吸気側は、本体箱体１内に設けられた吸気通路７に臨んでいて、吸気通
路７端の吸込口から装置外の空気を吸込むことができるようになっている。
【００１５】
高圧空気流発生装置２の吹出口は、途中において手挿入部４の前側と後側に二股に分岐し
たダクトに接続され、分岐したダクトの各端に高圧空気流発生装置２から送られてくる高
圧空気流を高速の気流に変換し、手挿入部４に前方と後方から横列のライン状に吹出すエ
アーノズル８が接続されている。
【００１６】
二つのエアーノズル８は、手挿入部４の出し入れ口５近傍の前部と後部の略中央に噴出口
をやや下向きにして横方向に対向状に取付けられ、手挿入部４内に入れた手に高速の空気
流を吹付け、手を擦り合わせることなく手に付いた水滴を手の表面から剥離し手挿入部４
内へ吹飛ばす。
【００１７】
この手乾燥装置では、出し入れ口５から手挿入部４内に両手を揃えた状態で概ね手首付近
まで入れると、手を検知する手検知センサーによって手が検知され、制御回路の処理によ
り高圧空気流発生装置２が作動し、エアーノズル８から高い運動エネルギーを持つ高速空
気流であるライン状噴流が手挿入部４内に吹出され、挿入された手の表裏に当り手に付着
した水分を手挿入部４の奥側へ吹飛ばす。さらに、手挿入部４内で手を挿抜させることに
よって、手全体に付着していた水分が全て排除され、手が乾燥処理される。そして手の乾
燥処理終了後、手を手挿入部４から完全に抜くと、手を検知する手検知センサーで手を抜
いたことが検知され、高圧空気流発生装置２が停止する。
【００１８】
手挿入部４において手から吹飛ばされた水は、底部に配置された水容器６に受容される。
水容器６への水の溜まり具合は目視できるので、水がある程度溜まった場合には水容器６
を手挿入部４から抜き取り清掃して装着すれば衛生的な状態に維持することができる。手
の乾燥処理によって生じる水の処理を細長い排水ホースを使って行なっていることが多い
が、排水ホースには汚れが堆積しやすく雑菌も繁殖し易い。そして、排水ホースのような
構造は清掃し難く、汚れも見えないことから悪臭を放ったりする不衛生な状態のまま放置
されることが多くなるが、本実施の形態の手乾燥装置では、水容器６の清掃処置だけで衛
生的な状態に維持することができる。そして、水容器６は単純な形状であり、排水ホース
などとは異なりその清掃はごく平易に行うことができる。
【００１９】
排水処理に排水ホース等の構成を使わない仕方については、水容器６に相当する構造を、
手挿入部４の底部に一体に構成してもよいが、溜まった水の処理は着脱可能な水容器６を
配置した場合に比べし難くなる。
【００２０】
水容器６については、図４に示すように通水孔９の有る漏斗状の蓋１０を設けてもよい。
水容器６に蓋１０を設けることによって利用者に水容器６に溜まった水が見えず、使用感
を良くすることができる。
【００２１】
手挿入部４の下に高圧空気流発生装置２を配置する場合、排水路を持つ手挿入部４では水
漏れ対策を講じる必要があるが、排水路を持たない手挿入部４とすることによって、水漏
れ対策を講じる必要もなくなり、構成の簡素化を推進することができる。このように、水
漏れ対策が不用であるため手挿入部４と高圧空気流発生装置２との配置に自由度が得られ
、手挿入部４に図５に示すように横並びに高圧空気流発生装置２を配置することも可能に
なる。前後横並びに配置すれば装置の高さ寸法を小さくすることができ、左右横並びに配
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【００２２】
参考例
　図６と図７によって示す形態は、実施の形態１で示した手乾燥装置の手挿入部に清掃性
を損なわない排水構造を設け、外観性を高める工夫を講じたものであり、それに係る構成
以外は実施の形態１のものと同じである。従って、実施の形態１のものと同じ部分につい
ては、実施の形態１のものと同じ符号を用い、それらについての説明は省略する。
【００２３】
　この参考例の手乾燥装置は、手挿入部４の底部に排水口１１が設けられている。そして
、本体箱体１内の排水口１１の下に排水口１１からの水を直接受容する水容器６が配置さ
れている。高圧空気流発生装置２は、水容器６の下又は背後又は横に配置されている。排
水口１１は、単純な筒構造で清掃することも容易であり、排水ホース等を接続せずそのま
ま水容器６に水を導き込む。この構成を採ることにより衛生的で汚水の見えない外観性の
良い手乾燥装置となる。これ以外の機能は実施の形態１のものと同じである。
【００２４】
【発明の効果】
請求項１の発明によれば、手から吹飛んだ水をできるだけ処理し易い状態におくことによ
り、水処理に係る構造が簡素で衛生的な手乾燥装置が得られる。
【００２７】
　請求項２の発明によれば、請求項１に係る前記効果とともに使用感の向上を図ることが
できる。
【００２８】
　請求項３の発明によれば、請求項１又は請求項２のいずれかに係る前記効果とともに装
置の小型化を推進できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１の手乾燥装置を示す断面構成図である。
【図２】　実施の形態１の手乾燥装置の主要部の配置を示す構成図である。
【図３】　実施の形態１の手乾燥装置の主要部の他の配置を示す構成図である。
【図４】　実施の形態１の手乾燥装置の水容器の断面図である。
【図５】　実施の形態１の手乾燥装置の主要部のさらに他の配置を示す構成図である。
【図６】　参考例の手乾燥装置を示す断面構成図である。
【図７】　参考例の他の手乾燥装置を示す断面構成図である。
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